
○新見市林業資格取得費支援事業補助金交付要綱 

新見市告示第５４号 

令和６年３年２９日 

（趣旨） 

第１条 この告示は、林業従事者の技能・技術向上のため、従業員が取得する資格取得費

用を負担する事業体や、資格取得を行う林業事業主又は事業体に対して、新見市林業資

格取得費支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、新見市

補助金等交付規則（平成１７年新見市規則第６３号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）  林業事業体 事業体自身若しくは直接雇用している現場作業職員により、造林、

保育、素材生産等の林業生産活動を行っている個人事業者又は団体（岡山県木材業

者、製材業者及び木材チップ業者登録条例（昭和３２年岡山県条例第２１号）第３

条に定める木材業者を含む。） 

（２）  自伐林家 自己所有の山林面積が１ヘクタール以上であり、自ら伐採から搬出、

出荷までを行っている者で、自身で森林経営計画を作成し市に認定された者若しく

は他の者と共同で作成した森林経営計画が市に認定された者又は伐採届（森林法（昭

和２３年法律２４９号）第１０条の８に規定する伐採及び伐採後の造林届出書等）

を提出し計画的に施業を行っている者  

（３） 従業員 林業事業体が労働契約に基づき雇用している者のうち、その労働契約

に雇用期間の定めがないもの 

（対象資格） 

第３条 補助金の交付対象となる資格（以下「対象資格」という。）は、別表第１のとお

りとする。 

（交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。ただし、当該資格の取得に対して、国、地方自治体等か

ら費用の補填を受けているときは、補助金の交付対象外とする。 

 （１） 林業事業体又は自伐林家 

（２） 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例（平成２４年新見市条例第２８ 

号）第２条に規定する特別措置の対象とならない者 

（３） 補助金の受領後も５年以上市内で事業を継続する意思を示した者又は対象資格

を取得した従業員を５年以上継続して雇用する意思を示した者  

２ 交付可能回数は、別表第２のとおりとする。 

（対象経費） 

第５条 補助金の交付対象経費は、次の各号に掲げる経費のうち、交付対象者が負担した

ものとし、対象資格が取得できなかった場合は、交付の対象としない。 



（１） 資格取得に必要な能力を習得するための講座の受講料。ただし、資格の取得の 

前提となる卒業資格等を取得するための講座を除く。 

（２） 前号に掲げるもののほか、国その他資格授与機関が受講を指定する講習等の受  

講料 

（３） 資格試験等の受験料及び登録免許料 

２ 消費税は交付対象経費に含むことができない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第３のとおりとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、新見市林業資格取得費支援事業補助金交付

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して資格取得した日及び結果通知のあ

った日から３箇月以内に、市長に申請しなければならない。 

（１） 第５条各号に掲げる経費を明らかにする書類 

（２） 前号の経費の支払を証明する書類 

（３） 資格取得を証明する書類の写し又は結果通知書類の写し 

（４） 納税等状況調査同意書（申請者、資格取得者ともに必要） 

（５） 誓約書（様式第２号） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合、審査し適当と認める

ときは、新見市林業資格取得費支援事業補助金交付決定及び確定通知書（様式第３号）

により通知し、新見市林業資格取得費支援事業補助金交付請求書（様式第４号）により

補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） この告示に違反したとき。 

（２） その他不正の事実があったとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき

において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 

（その他） 

第１１条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表第１（第３条関係） 

資格番号 資格名 

１ 林業架線作業主任者免許 

２ 無人航空機操縦士（ドローンの国家資格） 

３ 第一種運転免許（準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車） 

４ クレーン運転士免許（クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士含

む） 

５ 木材乾燥士 

６ 地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者技能講習   

７ はい作業主任者技能講習  

８ 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能講習  

９ 不整地運搬車運転技能講習 

１０ フォークリフト運転技能講習 

１１ 小型移動式クレーン運転技能講習 

１２ 玉掛技能講習 

１３ 無線技士 

１４ 高所作業車運転技能講習 

１５ 木材加工用機械作業主任者 

１６ 伐木等の業務に係る特別教育 

１７ 小型車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転に係る特別教育 

１８ 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 

１９ 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育  

２０ 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 

２１ 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 

２２ 移動式クレーン運転業務に係る特別教育 

２３ 移動式クレーン玉掛業務に係る特別教育 

２４ 刈払機取扱作業者安全衛生教育  

２５ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育  

２６ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育 

２７ 機械装置集材装置運転業務従事者安全衛生教育 

２８ 林内作業車を使用する集材作業従事者安全衛生教育 

２９ 造林作業の作業指揮者等安全衛生教育 

３０ 林材業リスクアセスメント実務研修 

３１ 職長・安全衛生責任者教育研修 

３２ その他、市長が適当と認める資格 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 交付可能回数 



林業事業体 同一年度内、同一従業員につき、３回まで 

自伐林家 同一年度内に３回まで 

 

別表第３（第６条関係） 

区分 補助額 

対象経費が１０万円以上 対象経費の２分の１以内とし、限度額を１０万円とす

る。 

対象経費が５万円以上１０万円未満 一律５万円 

対象経費が５万円未満 対象経費の全額 

 


